
お知らせ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の
特別徴収について

内容　国民健康保険加入世帯または後期高齢者医
療保険加入者で、公的年金を受給している場合は、
原則、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料
の納付方法が特別徴収となります。
特別徴収とは　保険税や保険料を公的年金から差
し引く徴収方法です。
対象となる世帯・個人
　▶糸満市介護保険料を公的年金から特別徴収で
　納めている人
　▶世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国
　民健康保険加入者全員が65～74歳である人ま
　たは、後期高齢者医療保険加入者
　▶年額18万円以上の年金を受給している人
　▶介護保険料と国民健康保険税または後期高齢
　者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を
　超えない人

国民健康保険課 840-8127 21290

医療費には減額制度があります

内容　国民健康保険加入者で、災害や失業などに
より収入が大きく減少し、医療費の支払いが困難
であると認められる場合は、世帯主の申請により、
医療費の減額または免除を受けられる制度があり
ます。申請には、収入や預貯金など資産の状況が
確認できる書類の提出が必要です。

国民健康保険課 840-8127 18041

粗大ごみや家電は適切に処分しましょう

内容　3月は大量の粗大ごみが排出されます。粗大
ごみは申し込み状況により、直近の収集日に回収
できない場合があるため、粗大ごみ排出の予定が
あるご家庭は、お早めにお申し込みください。
粗大ごみ回収の申し込み先
　有限会社富士盛産業　☎９９４-７９７９
回収できない家電
　テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電リサ
イクル法対象品目は、購入や買い換えの際に引き
取ってもらう必要があります。購入先が不明な場合
は、次の事業者へ料金を支払い、引き取り依頼を
行ってください。
　▶エディオンしおざきシティ　☎992-8800
　▶サウンドビデオ　☎994-7584

市民生活環境課 840-8124 34649

その他　糸豊環境美化センター
への搬入は、運転免許証などの
身分証明書の提示が必要です。

さくらねこTNR活動にご協力ください

内容　糸満市では、公益財団法人どうぶつ基金が
実施する「さくらねこ無料不妊手術事業」を活用
し、生活環境の改善や殺処分を減らすことを目的
に、自治会や市民と連携して飼い主のいない猫の

市民生活環境課 840-8124 14432

TNR活動を実施しています。関
心のある自治会や市民は、市民
生活環境課までご連絡ください。

沖縄県生涯スポーツ功労者表彰を受賞‼

内容　市内在住の玉城幸輝さんが、1月27日（火）
に沖縄県生涯スポーツ功労者表彰を受賞しまし
た。玉城さんは会員の親睦と健康増進を目指し、
ミニバレーの普及活動に尽力してきました。玉城さ

観光・スポーツ振興課 840-8135
34722

んは「これまで続けてこら
れたのは協会員やスポー
ツ推進委員の皆さんのお
かげです」と感謝の言葉を
述べました。

長寿健診は受診券のみの送付へ変更します

内容　後期高齢者医療保険の被保険者へ、「長寿
健康診査受診券」送付時に同封していた「長寿健
診ガイド」を令和8年度から廃止し、受診券のみ
送付します。予約方法や集団健診の日程などは、
広報4月号と合わせて配布する「健診ガイド（成
人）」またはホームページをご確認ください。

その他　後期高齢者医療保険の被保険者で、各種
がん検診補助券の発行を希望する場合は、健康推
進課への申し込みが必要です。

国民健康保険課 840-8127 28344

マイナンバーカードの休日・夜間窓口について

内容　休日および平日夜間の交付窓口を開設します。
受け取りには、事前の電話・ネット予約が必要です。
休日窓口　3月8日（日）・14日（土）・28日（土）
休日窓口開設時間　9時30分～12時
夜間窓口　3月11日（水）・24日（火）
夜間窓口開設時間
　17時15分～19時
交付場所
　市役所1階　市民課窓口

市民課 840-8247 10056
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3月1日～8日は女性の健康週間です

内容　女性の健康には女性ホルモンが大きく関わっ
ており、各ライフステージやライフイベントで気を付
けたい病気や症状も変わってきます。また、近年は
若い女性のがん患者が増えています。糸満市では、
乳がん・子宮頸がん検診の実施のほか、がん患
者の療養生活や社会復帰を応援するため、ウィッ
グや乳房補正具などの購入費用を一部助成する

健康推進課 840-8126 27884

「がんアピアランス支援事業」を
行っています。また、こころの悩み、
健康について専門の相談員が対
応します。ささいなことでもお気
軽にご相談ください。

3月は自殺対策強化月間です

内容　自殺はさまざまな原因が複雑に絡み合い、そ
の多くが「追い込まれた末の死」ですが、防ぐこと
ができる社会的な問題です。3月は転職や転勤、
転居など生活環境が大きく変動する時期で、自殺
者が増える傾向にあります。糸満市では「こころの
健康相談」を実施し、こころの悩みや健康について、
専門の相談員が対応します。ささいなことでもお
気軽にご相談ください。

健康推進課 840-8126 34648

令和8年緑の募金にご協力をお願いします

内容　緑の募金は、地域の身近な緑の保全や緑化
ボランティア団体の活動支援など、さまざまな緑づ
くりに活用されています。昨年は2,004,492円の
ご協力をいただきました。今年もご協力をよろしく
お願いします。
募金期限　4月30日（木）
受付場所　市役所2階　農政課窓口

農政課 840-8134 34919

その他　収入が減少した程度や活用
できる資産の状況により、対象とな
らない場合があります。


